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審議事項 新型コロナウイルス感染症の感染症法上
の位置づけ変更に伴う区の取組について
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　令和５年５月８日より新型コロナウイル
ス感染症の感染症法上の位置づけが「５類
感染症」へ変更されることに伴い、新型コ
ロナウイルス感染症に係る各種取組につい
て見直しを行い、以下の考え方に沿って、
各事業の方針を決定する。
【考え方】
①感染症法上の分類が５類に移行すること
により、実施根拠がなくなる事業について
は原則「廃止」する。
②５類移行後も、新型コロナウイルス感染
症から区民の生命と健康を守るために区が
担うべき事業は「継続」する。
③「継続」する事業の実施期間について
は、国や都の動向を踏まえて判断する。
④感染が再拡大した場合に備える必要があ
るため、これまでの経験を活かし、機動的
に対応できる体制を維持する。
⑤今後、オミクロン株とは大きく病原性が
異なる変異株が出現するなど、科学的な前
提が異なる状況になった場合には、ただち
に迅速な対応を図る。

付議のとおり決定する 有


